
　林業は、木材等の生産活動を通じて、森林の

有する多面的機能の発揮や山村地域の雇用の確

保に寄与する産業である。

　平成23（2011）年度は、「森林・林業再生元

年」として、「森林法」の改正、「森林管理・環境

保全直接支払制度」の導入、「准フォレスター研

修」の開始等、「森林・林業再生プラン」の具体化

に向けた取組を着実に進展させた。

　本章では、林業経営や林業事業体等の現状、

林業を主たる産業とする山村の現状とその活性

化に向けた取組等を記述するとともに、林業の

再生に向けた施業の集約化や人材育成等の取組

について記述する。

第Ⅳ章

林業・山村の活性化



104 森林・林業白書（平成 24年版）

第Ⅳ章　林業・山村の活性化

　我が国の林業は、小規模零細な森林所有構造の下、

施業の実施は低位にあり、林業労働者も減少傾向に

ある。

　以下では、林業経営の現状、森林組合を始めとす

る林業事業体の状況、林業労働力の確保・育成、労

働災害等について記述する。

（１）林業産出額

　｢林業産出額｣ は、国内における木材、栽培きの

こ類、薪炭等の林業生産活動による生産額の合計

である。平成22（2010）年の林業産出額は、素材

価格が上昇に転じ、素材生産量も増加したことか

ら、前年に比べ2.3%増加の4,217億円となった（図

Ⅳ－１）。平成22（2010）年の素材価格は、住宅着

工戸数の増加等に

よる木材需要の高ま

りを背景に、スギは

３年ぶり、ヒノキは

4年ぶりに上昇に転

じた。スギについて

は、前年比８％上昇

の11,800円/㎥、ヒ

ノキについては、同

１％上昇の21,600

円/㎥となった。また、

平成22（2010）年の

素材生産量は、スギ

については、前年比10％増の905万㎥、ヒノキにつ

いては、前年比４％増の203万㎥となった（図Ⅳ－２）。

　林業産出額は、これまで長期的に低下傾向で推移

してきており、平成22（2010）年には、ピーク時

であった昭和55（1980）年の36％となっている。

この低下分は、ほとんどが木材生産額の減少による

ものである。木材生産額の林業産出額全体に占める

割合は、昭和50（1975）年ごろには９割近くであっ

たが、平成14（2002）年以降は、５割程度に下落

しており、平成22（2010）年度には46％を占める

にすぎない。

　これに対して、栽培きのこ類の生産額は、近年、

大きな変化はないものの、木材生産額の低下に伴い、

林業産出額に占める割合が上昇している。平成22

（2010）年には、栽培きのこ類の生産額が林業産出

額の52%を占めている。

１．林業の動向

 林業産出額の推移図Ⅳ－１
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　注：「その他」は、薪炭生産、林野副産物採取。
資料：農林水産省「生産林業所得統計報告書」

スギ・ヒノキの素材生産量・素材価格・産出額の推移図Ⅳ－2
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　注：スギ・ヒノキ素材価格は、スギ・ヒノキ中丸太（径14～22cm、長さ3.65～4.00m）の価格。
資料：農林水産省「木材統計」、「木材需給報告書」、「木材価格」、「生産林業所得統計報告書」
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（２）林業経営の動向

（林業経営による収入は少額）

　農林水産省の「林業経営統計調査＊1」によると、

家族経営の林業経営体＊2のうち、山林を20ha以

上保有し施業を一定程度以上行っている経営体に

おける１経営体当たりの林業粗収益＊3は、平成20

（2008）年度には178万円であった。これに対し

て、施業請負わせ料金や雇用労賃等の林業経営費は

168万円で、林業粗収益から林業経営費を差し引

いた林業所得は10万円であった（表Ⅳ－１）。

　「2010年世界農林業センサス」によると、過去

１年間に保有山林＊4で自ら素材生産を実施した林業

経営体の数は、全体の８％に当たる１万１千経営体

であり、大多数の林業経営体にとって、林業生産に

よる収入は間断的なものとなっている。また、平成

22（2010）年に農林水産省が実施した ｢林業経営

に関する意向調査｣ によると、毎年木材収入があ

り、家計の主な収入が木材販売収入である林業経営

体は、全体の僅か５％にとどまり、林業以外で生計

を立てている林業経営体が大半となっている（図Ⅳ

－３）。

（山元立木価格は２年連続で上昇）

　山元立木価格＊5は、素材価格の低下に伴い、平成

３（1991）年以降、低下傾向で推移してきた。しか

しながら、平成22（2010）年は、素材価格が上昇

したことから、山元立木価格は19年ぶりに上昇に

転じた。

　平成23（2011）年も、山元立木価格は、外材から

国産材へのシフトや国内における住宅需要の持ち直

し等により、スギが前年比７％上昇し2,838円/㎥

に、ヒノキが４％上昇して8,427円/㎥になった＊6。

ただし、ピーク時の昭和55（1980）年の価格と比

べると、スギの山元立木価格はピーク時の13％、

ヒノキでは20％程度にすぎない（図Ⅳ－４）。

＊1  　 平成20（2008）年までは毎年、それ以降は５年ごとに調査を実施。
＊2  　  ｢林業経営体｣ とは、｢保有山林面積が３ha以上かつ過去５年間に林業作業を行うか森林施業計画を作成している｣、｢委託を受け

て育林を行っている｣、｢委託や立木購入により過去１年間に200㎥以上の素材生産を行っている｣ のいずれかに該当する者。
＊3  　  １年間の林業経営の結果得られた総収益額で、林産物販売収入のほか、家計に消費するために仕向けられた林産物の時価評価額及

び未処分林産物在庫増加額の合計。
＊4  　  世帯又は会社等が単独で経営できる山林のことであり、所有山林のうち他に貸し付けている山林等を除いたものに他から借りてい

る山林等を加えたものをいう。
＊5  　「山元立木価格」とは、森林に立っている状態での樹木の利用材積当たり売渡価格である。
＊6  　 一般財団法人日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調（平成23年３月末現在）」

表Ⅳ－1    林業所得の内訳

項目 単位
平成19
（2007）
年度

平成20
（2008）
年度

増減

林業粗収益 万円 190 178 ▲ 12
　素材生産 〃 125 104 ▲ 21
　立木販売 〃 28 21 ▲ 7
　その他 〃 38 54 15

林業経営費 〃 161 168 7
　請負わせ料金 〃 54 56 2
　雇用労賃 〃 27 30 3
　原木費 〃 13 13 1
　その他 〃 68 69 2

林業所得 〃 29 10 ▲ 19
伐採材積 m3 125 125 0
資料：農林水産省「林業経営統計調査」

現在の林業経営の状況図Ⅳ－3
毎年木材販売収入があり、家計
の主な収入は木材販売収入

5％

毎年木材販売収入があり、家計の
主な収入は木材販売収入以外　　5％

毎年の木材販売収入はないが、必
要な間伐などの保育作業を実施　

36％

毎年の木材販売収入はなく、
保育作業等も実施していない　

12％

山林は保有しているのみで、
林業経営は行っていない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

42％

資料： 農林水産省「林業経営に関する意向調査」（平成23
（2011）年３月公表）

全国平均山元立木価格の推移図Ⅳ－4
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資料：一般財団法人日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調」



106 森林・林業白書（平成 24年版）

第Ⅳ章　林業・山村の活性化

（森林保有形態は小規模林家が多数）

　我が国の森林のうち、「私有林＊7」は、森林面積

全体の約６割、人工林総蓄積の約７割を占めており、

林業生産活動に主要な役割を果たしている。私有林

の所有者には、｢林家｣ と ｢林業経営体｣ がある。

　「2010年世界農林業センサス」によると、保有

山林面積が１ha以上の世帯である「林家」の数は

約91万戸であり、そのうち約９割が10ha未満の保

有となっている。他方、保有山林面積が10ha以上

の林家は、数では１割強にすぎないが、保有面積で

は約６割を占めている（図Ⅳ－５）。

　また、「林業経営体」の数は約14万経営体で、そ

のうちの約６割は保有山林面積が10ha未満となっ

ている。他方、保有林面積が100ha以上の林業経

営体は、数では３％にすぎないが、面積では約７割

を占めている（図Ⅳ－５）。林業経営体の94％は法

人以外の経営体であり、その大半は個人経営体（家

族林業経営）である（表Ⅳ－２）。

　このように、我が国における森林の保有形態は、

保有山林面積の小さい森林所有者が多数を占め、林

業経営規模も零細な構造となっている。

（施業の実施は低位）

　「2010年世界農林業センサス」によると、山林

を保有する林業経営体のうち、過去５年間に保有山

林において植林、下刈、間伐、主伐等何らかの林業

作業を行った者は、全体の約８割であった。また、

作業別の実施割合をみると、林業作業を行った経営

体のうち、６割以上が下刈又は間伐を実施している

一方で、主伐の実施割合は６％、植林も16％と低

位であった（図Ⅳ－６）。

　これは、地球温暖化対策の推進により間伐や保育

が増加した一方で、木材価格の低迷により主伐が減

少して、植林も少なかったことによると考えられる。

（育林経費は高い）

　スギ人工林の造成・保育には、植林から50年生

までに平均で約231万円/haの経費を要し、この約

７割に当たる約156万円/haが植林から10年間に

必要となっている（図Ⅳ－７）。

＊7  　 第Ⅲ章（69ページ）の脚注１参照

 図Ⅳ－５ 保有山林規模別の林家、林業経営体
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資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」（組替集計）

表Ⅳ－2    林家数、林業経営体数の組織形態
別内訳　　　　　  （単位：戸、経営体）

林家 林業経営体

法人経営（会社・森林組合等） ― 6,789（    5%）

非法人経営 ― 131,724（  94%）

個人経営体 906,805 125,136（  89%）

地方公共団体・財産区 ― 1,673（    1%）

合　計 906,805 140,186（100%）

　注：（　）の数値は合計に占める割合である。
資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」（組替集計）

図Ⅳ－６ 過去5年間に保有山林で林業作業
を行った経営体の作業別割合
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資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」
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　これに対して、平成21（2009）年時点の丸太価

格に基づいて、50年生で主伐した場合の立木販売

収入を試算すると、約91万円/ha＊8となっている。

このため、立木販売収入では育林経費を賄うことが

できない状況にある。

　このように、我が国の林業は、育林経費が高く、

公的な支援がなければ植林から伐採までの長期にわ

たる林業経営を行うことが困難な状況にある。この

ため、育林経費の低コスト化が重要な課題の一つと

なっている。

（小規模林家の施業・経営意向は低調）

　平成22（2010）年に農林水産省が実施した ｢林業

経営に関する意向調査｣ によると、保有規模が小さ

い林家ほど、施業に対する意欲は低い傾向にある。

今後５年間における森林施業の実施に関する質問に

対しては、保有山林面積規模１ha以上20ha未満の

林家の69%が ｢実施が必要な山林はあるが、実施

する予定はない｣ と回答している（図Ⅳ－８）。また、

今後の林業経営の意向に関する質問に対しては、同

林家の78%が ｢山林は保有するが、林業経営は行う

つもりはない｣ と回答している（図Ⅳ－９）。

　このように、小規模林家の森林施業及び林業経営

に対する意向が低調な理由としては、林業の採算性

が低いことが挙げられる。

（相続時における林業経営の継続が課題）

　近年、大規模な森林を所有する林家では、相続を

契機として、所有する森林の細分化、経営規模の縮

小、後継者による林業経営自体の放棄等の例がみら

れる。

　平成22（2010）年に農林水産省が

実施した ｢林業経営に関する意向調

査｣（複数回答可）によると、林業経

営を次世代にわたって継続するため

の支援・対策に関する質問に対して

は、森林の所有規模に関わらず多くの

林家が ｢木材価格を安定させる施策｣ 

と回答したものの、500ha以上の林家

では、｢相続税、贈与税の税負担の軽減｣ 

と回答した林家が54%で最も多かった（図Ⅳ－10）。

　全体的な傾向として、比較的大規模な森林所有者

は、施業に対する意向が高いことから、今後、施業

集約化の中心的担い手となることが期待できる。し

＊8  　  スギ中丸太価格（10,900円/㎥、「木材価格統計」）から素材生産費等（7,847円/㎥、林野庁業務資料）を控除した粗収入3,053円/
㎥にスギ10齢級の平均材積298㎥/ha（「森林資源モニタリング調査」における10齢級の総林分材積を同齢級の総森林面積で除し
た平均材積397 ㎥/haに利用率0.75を乗じた値）を乗じて算出。

スギ人工林の造成に要する費用図Ⅳ－7

齢　級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

費用（万円/ha） 126 30 20 14 13 7 5 8 5 5 

資料：農林水産省「平成20年度林業経営統計調査報告」

今後5年間の森林施業の実施に
関する意向

図Ⅳ－８
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資料： 農林水産省「林業経営に関する意向調査」（平成23（2011）
年３月公表）

今後の林業経営についての意向図Ⅳ－9
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山林は保有するが、林業経営は行うつもりはない

41 4 6 44

資料： 農林水産省「林業経営に関する意向調査」（平成23（2011）
年３月公表）
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かしながら、林業経営が厳しい状況に置かれる中、

これらの意欲ある林家の相続時において、その経営

の後継者への円滑な承継が課題となっている。

（山林に係る相続税の納税猶予制度の創設）

　山林に係る相続税については、これまで、評価方

法の適正化のほか、課税価格の軽減等の納税負担の

軽減に向けた措置が講じられてきたところである。

　このような中、平成23（2011）年４月の「森林

法」改正により「森林経営計画」制度が創設され、

施業の集約化や路網整備等による林業経営の効率化

（採算性の向上）・継続確保等が図られることとなっ

たことを踏まえ、「平成24年度税制改正大綱」では、

効率的かつ安定的な林業経営を実現し得る中心的な

担い手への円滑な承継を税制面で支援する観点か

ら、山林に係る相続税の納税を猶予する措置を講ず

ることが盛り込まれた。

　同措置では、林業経営相続人が、「森林経営計画」

（市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けた

ものに限る。）の対象山林について、同計画に従って

施業や路網整備を行ってきた被相続人からその山林

を一括して取得し、引き続き施業を継続する場合に

は、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のう

ち、施業及び路網整備を行う計画対象山林（一定の

ものに限る。）の課税価格の80％に対応する相続税

額について、林業経営相続人の死亡の日まで、納税

を猶予することとしている。

（独立行政法人農林漁業信用基金の組織見直し）

　林業の金融については、林業・木材産業の経営の

改善に必要な資金を無利子や低利で融資する制度が

ある。また、資金の融通を円滑にするため、独立行

政法人農林漁業信用基金では、借入債務の保証を

行っている。

　平成24（2012）年１月に、「独立行政法人の制度

及び組織の見直しの基本方針」が閣議決定され、同

基金については、「民間等からの出資の整理等を含

め関係者と協議の上、特殊会社化について検討する。

また、金融庁検査を導入する。」こととされた。農

林水産省では、同方針を踏まえて、具体的な検討を

進めることとしている。

会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他森林組合

林業作業の受託面積割合図Ⅳ－11

主 伐

間 伐

下 刈 等

植 林

0 20 40 60 80 100

67 10 23

33

33

30

52

55

58

15

11

12

(%)

　注： 会社は、株式会社、有限会社、合名・合資会社等。その他は、
地方公共団体、財産区、個人経営体等。

資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」（組替集計）

森林組合の事業割合図Ⅳ－12
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12％
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林産
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利用等
15％

資料：林野庁「平成21年度森林組合統計」

林業経営を次世代にわたって継続
するための支援・対策

図Ⅳ－10
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　注：複数回答。
資料：農林水産省「林業経営に関する意向調査」
　　　（平成23（2011）年３月公表）
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（３）林業事業体の動向

（林業事業体は森林施業の主体）

　我が国における森林施業の主体は、林家、森林組

合、素材生産業者等の３つに大別される。このうち、

森林組合と素材生産業者等（併せて「林業事業体」

という。）は、森林所有者等からの委託又は立木の購

入によって、造林・伐採等の林内作業を担っている。

　「2010年世界農林業センサス」によると、森林

組合は、全国における植林、下刈、間伐の受託面積

のうち、５割以上を実施しており、我が国の森林整

備の中心的な担い手となっている。間伐の受託面積

のうち素材生産業者等の会社の占める割合をみる

と、「2005年世界農林業センサス」では、18％で

あったのに対して、「2010年世界農林業センサス」

では33％に上昇している。これは、主伐の事業量

が減る中で、素材生産を主体とする会社が、増加し

ている間伐で事業量の確保を図っているためと考え

られる。また、素材生産業者等の会社は、主伐の約

７割を実施しており、素材生産の中心的な担い手と

なっている（図Ⅳ－11）。

（森林組合の合併）

　森林組合は、「森林組合法」に基づく森林所有者

の協同組織で、組合員である森林所有者に対する経

営指導、森林施業の受託、林産物の生産・販売・加

工等を行っている（図Ⅳ－12）。平成21（2009）年

度末現在、全国の組合員数は約157万人（法人を含

む。）で、組合員が所有する森林の面積は民有林（都道

府県有林を除く。）面積の約３分の２を占めている＊9。

　林野庁では、森林組合の経営基盤を強化する観点

から、森林組合の合併を積極的に推進してきた。森

林組合の数は、最も多かった昭和29（1954）年度

の5,289から、平成21（2009）年度末には692ま

で減少している。

　森林組合が実施する事業のうち、新植・保育の面

積はほぼ横ばいで推移している。また、素材生産

量は増加傾向にあったが、平成21（2009）年度は、

世界的な金融危機による景気悪化に伴う国内需要の

減少により、前年比93％の323万㎥となっている

（図Ⅳ－13）。新植・保育については、依頼者の半

数が個人等であり、公社等と地方自治体がそれぞれ

２割程度を占めている。素材生産については、依頼

者の84％が組合員を含む個人となっている（図Ⅳ－

14）。

　なお、森林組合の雇用労働者数は、これまで減少

傾向にあったが、平成21（2009）年は増加した。平

成21（2009）年度末時点における森林組合の雇用

労働者数は、前年より４％増加して約２万７千人（１
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資料：林野庁「森林組合統計」
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　注： 個人等は、国、地方自治体、財産区、公社等を除く個人や会社。
公社等には、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備セン
ターを含む。私有は、国、地方自治体、財産区を除く、個人や会社。

資料：林野庁「平成21年度森林組合統計」

＊9  　 林野庁「平成21年度森林組合統計」

森林組合の雇用労働者数の推移図Ⅳ－15
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組合当たり平均39人程度）となった（図Ⅳ－15）。

（幅広い森林組合の役割）

　平成22（2010）年に農林水産省が実施した「森

林資源の循環利用に関する意識・意向調査」による

と、伐採業者や森林組合に期待する役割について、

林業者＊10のモニターの30％が ｢作業のみならず、

森林に係る計画策定から管理経営までを引き受ける

こと｣、29%が ｢植付や間伐等の個々の作業を引き

受けること｣、22%が ｢長期にわたり、各種の作業

を一括して引き受けること｣ と回答している（図Ⅳ

－16）。

　森林所有者の高齢化や経営意欲の減退等により、

森林の個々の作業や管理・経営までを委任したいと

する森林所有者が多くなっている。このような中、

森林組合には、地域の森林管理の主体として、造林・

保育等の作業の受託から「森林経営計画」等の策定

に至るまで幅広い役割を担うことが期待されている。

　このような森林組合に対する期待から、平成22

（2010）年11月に報告された ｢森林・林業再生プ

ラン＊11｣ 推進に当たっての具体的な対策に関する

最終とりまとめ ｢森林・林業の再生に向けた改革の 

姿｣ では、森林組合の最優先の業務を施業集約化・

合意形成や「森林経営計画」の作成とした上で、地

域の持続的な森林経営の担い手とするよう、森林組

合の改革を進めるべきと提言された。

　森林組合系統では、平成22（2010）年10月に開

催された「全国森林組合大会」において、運動方針

の中に、提案型集約化施業と「森林経営計画」の作

成を最優先の業務として、全ての組合員所有森林の

集約化を目指すこと等を位置付けた。

　これを踏まえて、森林組合系統では、職員による

「森林施業プランナー育成研修」への参加促進、提

案型集約化施業を実施するための基本的な体制を外

部機関が評価する ｢実践体制基礎評価｣ の取得、集

約化の情報提供等を行う座談会の開催等、施業の集

約化に向けた取組を進めている。

　また、平成23（2011）年８月に、林野庁は、森

林組合において、組合員に対する透明性の高い経営

を確保するため、都道府県と森林組合系統に対して、

森林組合の決算書類等の改正に係る通知を発出し 

た＊12。さらに、平成24（2012）2月には、都道府

県等に対して、組合員活動に重点をおいた業務運営

を行うよう、森林組合における国や地方公共団体等

公的機関の利用に係る指導通知を発出した＊13。

（林業事業体の育成が課題）

　「2010年世界農林業センサス」によると、平成

21（2009）年に受託もしくは立木買いにより素材

生産を行った林業経営体は、3,399経営体となって

いる。このうち個人経営体が51％を占め、森林組

合は15％、その他会社等の法人組織は26％となっ

ている。
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資料： 農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」
（平成23（2011）年３月公表）
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資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」（組替集計）

＊10　  この調査での「林業者」とは、原則として、2005年農林業センサスで把握された林業経営体のうち、保有山林面積が20ha以上で、
かつ保有山林からの林産物の販売活動を行っている林家の経営者。

＊11　「森林・林業再生プラン」については、トピックス（2-3ページ）、第Ⅲ章（75ページ）を参照。
＊12　  「「森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合の決算関係書類様式等の制定について」の一部改正について」（平成23（2011）年

８月24日付け23林政経第80号林野庁長官通知）
＊13　  「森林組合法第9条第9項に係る森林組合の指導について」（平成24（2012）年2月29日付け23林政経第329号林野庁長官通知）
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　素材生産規模別の経営体数をみると、「1,000

㎥未満」の経営体数が54％を占めている。他方、 

｢１万㎥以上｣ の経営体は、経営体数では８％を占

めるにすぎないが、素材生産量の55％を占めてい

る（図Ⅳ－17）。素材生産の労働生産性は、事業規

模が大きい経営体ほど高く、規模が小さい経営体は、

機械化も進まず、生産性が低いものが多い（図Ⅳ－

18）。

　｢森林・林業の再生に向けた改革の姿｣ では、林

業事業体が継続的に事業を営めるようにするために

は、事業量や森林所有者等からの信頼を確保するこ

とが不可欠であり、林業事業体の事業実行能力、社

会的信用、人事管理能力等を総合的に向上させるた

めの新たな仕組みや手法を構築する必要があると提

言された。あわせて、林業事業体間の競争が働く仕

組み（イコールフッティング）を構築することによっ

て、林業事業体の育成につなげるとともに、森林整

備の仕事の質を確保しつつ低コスト化を促す必要が

あると提言された。

　これらの提言を受けて、林野庁では、フォレスト

マネージャー等の人材育成のための研修の実施や研

修修了者の登録制度の創設、イコールフッティング

の確保に向けた森林関連情報の提供及び整備に関す

る通知の発出＊14、事業の計画量が流域や市町村単

位で明確になる仕組み、林業事業体の登録・評価の

仕組みの導入等＊15、林業事業体の育成に向けた取

組を進めている。

（女性やNPO等による取組が展開）

　近年、女性が中心となって、林業に関する情報を

発信する取組が広がっている。例えば、林業に関心

を有する女子学生や女性社会人が林業を盛り上げる

「林業女子会」の結成が全国で広がっている。また、

都道府県の女性林業技術職員によるネットワークづ

くりも進められている（事例Ⅳ－１、２）。

　このほか、林業従事者と森林ボランティアの中間

的な役割を担うNPOが、自伐林家と連携して、小

規模所有者の森林の整備を促進する取組や、一般の

出資者から資金を募って森林整備を支援する取組も

みられる（事例Ⅳ－３）。

（2012年は「国際協同組合年」）

　「協同組合」とは、農林漁業者、中小商工業者又は

消費者等が、その事業や生活の改善を図るために、協

同して経済活動等を行う組織であり、森林・林業分野

の協同組合としては、森林組合が組織されている。

　国連は、2009年12月に、2012年を「国際協

同組合年（International Year of Co-operatives: 

IYC）」とすることを宣言した。「国際協同組合年」

の目的は、①協同組合についての社会的認知度を高

めること、②協同組合の設立や発展を促進するこ

と、③協同組合の設立や発展につながる政策を定め

るよう政府や関係機関に働きかけること等とされ

ている。「国際協同組合年」のスローガンは、「協

同組合がよりよい社会を築きます（Co-operative 

enterprises build a better world）」とされた。

　我が国では、平成22（2010）年８月に、森林組

合を始めとする国内の各種協同組合やNPO等の非

営利・協同の団体等が幅広く連帯して、協同組合を

更に発展させる取組を行うべく、「2012国際協同

組合年全国実行委員会」が設立された。同委員会に

は、全国森林組合連合会が参加している。今後、同

委員会では、記念イベントの開催や広報活動に取り

組むこととしている。

10,000以上

5,000～10,000

1,000～5,000

1,000未満

平均

（㎥/年）

（㎥/人日）

4.7

2.1

1.4

0.5

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

受託もしくは立木買いにより素材生産
を行った林業経営体の規模別の生産性

図Ⅳ－18

　注： 生産性とは、素材生産量を投下労働量（常雇い＋臨時雇い）の
従事日数で除した数値。

資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」（組替集計）

＊14　  「森林の経営の受委託等の促進に関する情報の提供及び整備について」（平成24（2012）年３月30日付け23林整計第339号林野庁長官
通知）

＊15　  「林業事業体に関する情報の登録・公表について」（平成24(2012)年２月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知）
「林業事業体に関する登録情報の活用ガイドラインについて」（平成24(2012)年２月28日付け23林整整第844号林野庁長官通知）
「森林整備事業に係る林業事業体の成績評定要領例について」（平成24(2012)年３月30日付け23林整整第974号林野庁長官通知）
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全国の女性林業技術職員によるネットワーク事例Ⅳ－2

　平成５（1993）年３月に、林野庁主催の研修で出会った３名の女性林業技術職
員が意気投合し、全国の都道府県で働く女性林業技術職員に呼びかけて、「豊か
な森林づくりのためのレディースネットワーク・21」を設立した。
　同会では、豊かな森林づくりと皆が明るく楽しく暮らせる農山村の実現のため
の「アイデアの発信基地」を目指して、「女性森林フォーラム」の開催、「林業女子会」
等他団体とのコラボイベントの企画、インターネットを利用した情報発信等の活
動を行っている。
　平成23（2011）年11月には、山口市において、「森林セラピーによるメンタ
ルヘルスケア」をテーマとする「全国女性森林フォーラム in山口」を開催した。同
フォーラムには、会員や公募による一般参加者計65名が参加した。
　同会では、林業に関わる女性職員のネットワークを構築して、情報発信を行っ
てきた。今後も、女性の視点を活かして、活動の幅を広げ、森林・林業振興に貢
献することが期待される。

森林フォーラムの様子

森林セラピー体験の様子

「木の駅プロジェクト」による間伐材の販売事例Ⅳ－3

　岐阜県恵
え

那
な

市
し

の「笠
りっ

周
しゅう

地域木の駅実行委員会」では、平成21（2009）年
から、地元住民が軽トラック等で間伐材を搬出して、「モリ券（地域通貨）」
に換える「木の駅プロジェクト」を実施している。
　同プロジェクトでは、地域に集荷場所となる「木の駅」を設置することに
より、近くに木材市場やペレット工場等がなくても、地元住民の力によって
間伐材を収集することが可能となった。地元住民は間伐材を運び込むこと
で6,000円/トン相当の「モリ券」を得ることができ、「木の駅」に集められ
た間伐材はチップ工場や市内の温泉施設等などに運ばれて利用されている。
　「木の駅プロジェクト」は、鳥取県智

ち

頭
づ

町
ちょう

、愛知県豊
とよ

田
た

市
し

、岐阜県大
おお

垣
がき

市
し

、高知県嶺
れいほく

北地方にも広がりをみせ
ている。
資料：「木の駅プロジェクト」ホームページ

間伐材を木の駅に持ち込む様子

｢林業女子会｣のネットワークが広がる事例Ⅳ－1

　女性に林業を身近に感じてもらうため、女性向け林業体験イベントの開催
等に取り組む「林業女子会」の活動が広がりをみせている。
　平成22（2010）年７月に、京都府で「林業女子会＠京都」が初めて設立さ
れた後、平成23（2011）年６月には、静岡県で、女子が林業を産業として
応援する｢林業女子会＠静岡｣が、同８月には、岐阜県で「多くの人に林業の
魅力を伝える」をテーマに「林業女子会＠岐阜」が設立された。
　林業界に女性目線からの新しい風を吹き込む「林業女子会」の活動は、地
元メディアに取り上げられるなど、注目度は高い。林業女子のネットワーク
は、「林業女子会」相互の交流や新たな「林業女子会」の設立等により、少し
ずつ広がりをみせており、林業の活性化に貢献することが期待される。

上：林業女子会＠静岡のメンバー
下：林業女子会＠岐阜のメンバー
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（４）林業労働力の動向

（林業就業者の動向）

　森林の施業は、主に山村で林業に就業する ｢林業

労働者｣ が担っている。林業労働力の確保は、山村

の活性化や雇用の拡大のためにも重要である。

　国勢調査によると、林業就業者＊16の数は長期的

に減少傾向で推移しており、平成17（2005）年に

は、約４万７千人にまで減少している。また、林業

の高齢化率（65歳以上の就業者の割合）は、平成17

（2005）年時点で26％となっており、全産業の高

＊16　  平成17（2005）年の国勢調査における「林業就業者」とは、山林用苗木の育成・植栽、木材の保育・保護、木材からの素材生産、
薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、その他の林産物の収集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行う者
で、2005年９月24日から30日までの一週間に収入になる仕事を少しでもした者等。

島根県では平成19（2007）年から常雇用林業従事者が増加事例Ⅳ－4

　島根県の常雇用林業従事者数は、平成18
（2006）年度の846人を底として増加傾向に
あり、平成21（2009）年度には1,069人となっ
た。
　また、常雇用林業従事者数のうち、39歳以
下の若年者の割合は、平成15（2003）年度の
23%から平成21（2009）年度は35%に上昇
し、平均年齢も47.2歳（推定）となった。
　島根県は、若年層増加の要因として、「緑の
雇用」等により新規就業者が増加したこと、定
年制の導入が進んだこと等を挙げている。
資料：島根県「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」（平成23（2011）年3月）
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資料：総務省「国勢調査」

 農林水産業における若年者率の推移図Ⅳ－20
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資料：総務省「国勢調査」
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齢化率９％と比べて高い水準にある（図Ⅳ－19）。

　一方、35歳未満の若年者の割合をみると、全産

業で低下傾向にあるのに対して、林業では平成２

（1990）年以降上昇傾向で推移しており、平成17

（2005）年の若年者率は13％となっている（図Ⅳ－

20）。一部の地域では、林業就業者が増加するとと

もに、若者の新規就業等により平均年齢が低下して

いる（事例Ⅳ－４）。

（林業労働者一人当たりの年間素材生産量の国際比較）

　国連食糧農業機関（FAO）は、各国の林業労働者

数と年間素材生産量を公表している。これらのデー

タにより、一人当たりの年間素材生産量を計算する

と、我が国は344㎥/人年（2005年時点。以下同じ。）

となる。これに対して、欧州諸国では、710～4,615

㎥/人年となり、我が国よりも一人当たりの年間素

材生産量は多い（図Ⅳ－21）。

　我が国でも、地形的な条件の制約があるものの、

課題となっている生産性の向上等を図ることによ

り、一人当たりの年間素材生産量を欧州諸国並みに

近づけることが可能であると考えられる。この場合、

現在の林業労働者数の水準で、素材生産量を増加さ

せることが可能となると考えられる。

　なお、各国の林業労働者数には、素材生産への従

事者のみならず、造林作業者等も含まれることに留

意が必要である。

（｢緑の雇用｣ により新規就業者が増加）

　林業就業者の高齢化の進行を受け、若者を中心と

した新規就業者の確保・育成が喫緊の課題となって

いる。林野庁では、平成15（2003）年度から、林

業への就業に意欲を有する若者に対して、林業に必

要な基本的技術の習得を支援する「緑の雇用」事業

を実施している。この結果、平成22（2010）年度

までの８年間で、約１万２千人が新たに林業に就業

した。

　林業への新規就業者数は、「緑の雇用」事業の開

始前は年間平均約２千人であったが、事業の開始

後は同約3,400人程度に増加している。この新規就

業者の増加は、「緑の雇用」事業による効果と考え

ることができる。平成16（2004）年度から平成18

（2006）年度にかけては、他産業での雇用情勢の改

善に伴い、林業への新規就業者数は減少したもの

の、平成19（2007）年度からは、増加傾向で推移

している。平成22（2010）年度における新規就業

者数は、前年とほぼ同数の4,013人となった（図Ⅳ

－22）。これらの新規就業者の大半は、他産業から

の転職者が占めている。

　新規就業者の増加の背景には、森林吸収源対策と
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資料：林野庁ホームページ「林業労働力の動向」
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しての間伐事業量が増加することを見込んで林業事

業体が採用者数を増やしたことや、自然の中での労

働や健康的な暮らしを求める自然回帰志向が高まっ

ていること等があると考えられる。

（厳しい就業環境）

　林業作業のうち、植付・下刈等の造林作業は季節

性があるため、特定の季節に多くの労働者を必要と

する。近年では、造林作業等の減少により、造林事

業の多くを担ってきた森林組合で、季節雇用の労働

者が大きく減少している。この結果、通年で働く専

業的な雇用労働者の占める割合が相対的に増加して

おり、社会保険が適用される者の割合が上昇してい

る（図Ⅳ－23）。

　一方、雇用形態をみると、月給制の雇用が増えて

いるものの、林業は悪天候の場合に作業を中止せざ

るを得ず、事業日数が天候に大きく影響を受けるこ

とから、依然として日給制の雇用が大勢を占めてい

る（図Ⅳ－24）。

　林業労働の負荷は、高性能林業機械の導入や作業

道等の路網整備が進展したことにより、かつてに比

べて軽減している。特に、ハーベスタ、プロセッサ、

フォワーダ等の高性能林業機械の普及により、造材・

集運材作業において、安全な労働環境が整備されつ

つある。

　しかしながら、林業における労働災害の発生率を

示す ｢死傷年千人率｣ は、伐木作業中の死傷災害が

依然として多く発生していること等から、他産業に

比べて高い状態にある。

　平成22（2010）年の死傷年千人率は28.6で、全

産業平均の13.6倍と高い水準にある（図Ⅳ－25）。

林業と他産業の労働災害発生率の推移図Ⅳ－25
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　注： 死傷年千人率とは、労働者1,000人当たり１年間に発生する死
傷者数を示すもので、千人率＝１年間の死傷者数（休業4日以上）
÷１年間の平均労働者数×1,000）で表されるもの。

資料： 厚生労働省「労働者災害補償保険事業年報」、「労災保険給付デー
タ」

林業における死亡災害の発生状
況（平成22（2010）年）

図Ⅳ－26
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資料：厚生労働省「死亡災害報告」

森林組合の雇用労働者の社会
保険等への加入割合

図Ⅳ－23
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　注： 昭和60（1985）年は作業班の数値、平成21（2009）
年は雇用労働者の数値である。

資料：林野庁「森林組合統計」

森林組合の雇用労働者の賃金
支払形態割合の推移

図Ⅳ－24
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注１：月給制には、月給・出来高併用を、日給制又は出来高制には、
日給・出来高併用を含む。

　２： 昭和60（1985）年は作業班の数値、平成21（2009）年は雇
用労働者の数値である。

　３：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁「森林組合統計」
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第Ⅳ章　林業・山村の活性化

平成22（2010）年には林業労働者の死亡災害が59

件発生している。発生状況をみると、年齢別では

50歳以上が90％、作業別では伐木作業中の災害が

58％となっている（図Ⅳ－26）。

（林業労働者の定着に向けた取組を促進）

　このように、林業労働者は厳しい就業環境に置か

れており、林業への新規就業者の中には、安定的な

所得の確保や事業体の経営状況等に不安を持つ者も

少なくない。林業労働者が抱える様々な不安を解消

しなければ、既存労働力の流出も懸念される状況に

ある。

　また、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コ

スト作業システムの導入が進んできたことにより、

より高度な知識、技術・技能を有する林業労働者が

必要となっている。

　このため、林野庁では、平成22（2010）年に、林

業労働者が林業に定着するための方策を取りまとめ

た「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」の

見直しを行った。新たな基本方針では、事業主による

OJT＊17やOFF-JT＊18の計画的な実施、研修カリキュ

ラムの作成、能力に応じた労働者の昇進・昇格モデ

ルの提示、段階的かつ体系的な研修等により、林業

労働者のキャリア形成を支援することとしている。

　このような見直しを踏まえ、平成23（2011）年度

から、｢緑の雇用｣ 現場技能者育成対策により、段

階的かつ体系的な研修カリキュラムに基づき、新規

就業者に対する３年間の「フォレストワーカー（林

業作業士）研修」を開始するとともに、「フォレスト

リーダー（現場管理責任者）」及び「フォレストマネー

ジャー（統括現場管理責任者）」へのキャリアアップ

研修を開始した。また、研修修了者の習得した技術・

技能レベルに応じて、農林水産省が備える名簿に登

録する制度を創設するなど、キャリアアップへの意

欲向上や処遇改善を支援している（図Ⅳ－27）。

林業労働力の確保・育成について図Ⅳ－27

段階的かつ体系的な技能者育成（全国統一の研修カリキュラム） キャリアのイメージ 研修終了者登録制度

就業の円滑化

林
業
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援

労働安全の確保（ステップ1）
《初等教育訓練》

フォレストワーカー
（ 林 業 作 業 士 ）

施業の効率化（ステップ2）

事業・安全の管理（ステップ3）

新
規
就
業
者
の
確
保
・
育
成

高
度
技
能
者
の
育
成

林業労働力の確保・育成について

・森林の機能や施業の方法等林業就業に必要な
基本的な知識・技術を習得

・現場作業に必要な安全衛生教育、特別教育、
技能講習を実施

・現場作業を安全に遂行するための手順を習得

・労確センター等（各県単位）
で3年間（75日程度）の集
合研修

・安全作業の手順が確実にで
きるか研修後に確認

研修後は現場経験を
積んで習熟度向上

技能者の能力評価に
も資することから、
事業主が待遇の改善
等と一体的に取り組
めるよう運用

《就業前》

・林業への就業に関する情報の提供や相談の実
施

・林業の作業実態や就労条件の理解を促進

・就業相談会（ガイダンス）
・20日間程度の林業就業支
援講習（厚労省事業）

・3ヶ月程度のトライアル雇用

・森林整備を発注する場合は、フォ
レストリーダー以上がいる事業体
が高く評価される仕組みの導入

・人事管理マニュアルを活用し、労
働者の処遇改善ができるよう指導

それぞれの段階で所定のカ
リキュラムを修了した者

農 林 水 産 省 が 備 え る
研 修 終 了 者 名 簿 に 登 録

農 林 水 産 大 臣 か ら
そ れ ぞ れ 登 録 証 を 発 行

《中等教育訓練》

・各現場での工程管理やコスト管理など作業班
長に必要な知識・技術を習得

・作業班員への技術・安全指導に必要な知識・
技術を習得

・労確センター等（ブロック
単位）で15日間程度の集
合研修

・習得水準を研修後に確認

《高等教育訓練》

・各現場の進捗管理、関係者との合意形成など
統括管理者に必要な知識・技術を習得

・安全衛生管理等に必要な知識・技術を習得

・全国単位で10日間程度の
集合研修

・習得水準を研修後に確認

○ 林業就業者の減少・高齢化が進む中、これまでは労働集約的な造林・保育が主体であったため、まずは「新規就業者の確保」
が重要であったことから、「就業の円滑化」と「労働安全の確保」を主な施策として実施。

○ 今後は人工林の成熟化に伴い、より高度な知識・技術の習得・蓄積が必要となるため「高度技能者の育成」も重要。

就 業 希 望 者

新 規 就 業 者

3年目

登録希望者からの申請

（登録者は5年ごとに就業状況を報告）

事業主その他の関係者

閲覧可

フォレストリーダー
（現場管理責任者）

最低5年以上の者が対象

フォレストマネージャー
（統括現場管理責任者）

最低10年以上の者が対象

資料：「現場技能者の育成と登録制度」（林野庁ホームページ「林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく取組について」）

＊17　 日常の業務を通じて必要な知識・技能又は技術を身に付けさせる教育訓練。
＊18　 日常の業務から離れて講義を受けるなどにより必要な知識・技能又は技術を身に付けさせる教育訓練。
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Ⅳ

　このほか、林業労働力を継続的に確保するには、

健康で安全な職場づくりも不可欠である。このため、

労働災害の防止に向けて、厚生労働省や関係団体等

との連携により、林業事業体に対する安全指導の徹

底、作業現場への巡回指導、実践的な現地研修の強

化、安全に作業を行う器具等の開発・改良等の労働

安全衛生対策の徹底が図られている。

京都府で林業専門の大学校が開校コラム

　京都府は、平成24（2012）年４月に、西日本で
唯一となる林業専門の大学校「京都府立林業大学校」
（京都府京

きょうたんばちょう

丹波町）を開校した。
　同校には、①高校新卒者等を対象に、森林・林業
関係への就業に必要な専門知識と技術を確実に修得
して、就職に結び付けることを目指す「森林林業科」
（定員20名、修学期間２年）、②林業への就業希望
者が早期就業を目指して林業知識や高性能林業機械
等の技術等を習得する「林業トレーニングコース」、
森林組合等職員が経営や技術の習得により経営力の
高度化を目指す「経営高度化コース」、幅広い関係者
が森林保全・鳥獣害対策や森と木の文化を学ぶコー
スなど、多彩な研修・教育プログラムを提供する「研
修科」（定員20～40名程度、修学期間２か月程度）
の２学科が設置される。
　同校では、全国で初めて、カリキュラムに本格的
な高性能林業機械の操作を取り入れるなど、理論と
実践を組み合わせ、森林・林業の基礎から経営管理
までの教育により、即戦力となる次世代の林業の担
い手を育成する。

森や木に関
わる講座によ
る森林への
理解を深める

知識、技術の
実践研修によ
るリーダー、担
い手等の育成

経営や技術の習
得により経営力
の高度化を目指
す

早期就業を目指
して林業知識、
高性能機械等の
技術等を習得

知識、技術等を総
合的に習得、新規
就業を目指す

第一線で活躍されてい
るトップランナーや企
業をはじめ、大学、団
体等の多数の支援・連
携による運営を目指し
ます。

森林組合
等職員

高校新卒等の
修学希望者 就業希望者

京都府立林業大学校

森林林業科 研 修 科

京 都 府

林業大学校

大学校運営への協力・連携

森林保全・
鳥獣害対策
コース

森と木の文化
コース

経営高度化
コース

林業トレーニング
コース

森林公共人材
専攻林業専攻

市町村職員　幅広い府
民等ボランティア

森林、林業、木材
関係事業体

第一線で活躍する
多彩な講師

京都府内の
大学

森林・環境保全に
取り組む企業

森林、林業、木材
関係事業体

第一線で活躍する
多彩な講師

京都府内の
大学

森林・環境保全に
取り組む企業

林業大学校の教育体系及び運営への協力・連携

京都府立林業大学校（京
きょうたんばちょう

丹波町）の外観




